
傍聴できます。定例教育委員会12月14日（月）14時30分～ 田川市民会館 ◆問い合わせ 教育総務課（☎85-7165）

12 月
日 月 火 水 木 金 土
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令和２年10月末現在
人　口　46,869人（前月比 ９減）

男 21,766人　  女 25,103人
世帯数　24,197（前月比３減）

出生 29人　　死亡 　 55人
転入  146人　　転出 129人

名　　　　　称 日時（受付時間） 場　　　 所 備　　考 名　　　　　称 日時（受付時間） 場　　　 所 備　　考

★注１

☎85-7112

☎44-0159

要予約
☎42-9307

市役所２階
税務課

☎44-0678市役所１階
子育て支援課

注１）市内に住む人対象、予約制。市民課で発行する紹介状が必要（受付：平日８時30分～17時・木曜日［祝日除く］は19時まで）

福岡県
田川保健福祉
事務所

スマイルプラザ
田川

男女共同参画センター
ゆめっせ

男女共同参画センター
ゆめっせ

10日㈭
17：00～19：00

８日㈫
10：00～
24日㈭
14：00～

月～金（祝日を除く）
９：00～17：00

月～金（祝日を除く）
８：30～16：30

３日㈭（予約制）
13：30～15：30

交通事故相談

くらし・行 政
なんでも相談

納税窓口相談

27日㈰
９：30～12：30

身障なんでも
相　　　　　談

☎44-5757９日㈬・23日㈬
13：00～16：00

㈪ 聴力言語障害
生　活　相　談

福岡法務局
田川支局

８日㈫
予約制、条件・定員あり

弁 護 士 無 料
法 律 相 談

福岡県弁護士会筑豊部会
田川法律相談センター

月～金（祝日を除く）
13：00～16：00

行　政　書　士
無　料　相　談

こ　こ　ろ　の
健　康　相　談

労　働　相　談

女　性　相　談

子　育　て　女　性
就職支援相談
母子・児童相談
（児童虐待含む）

（産業振興課）

12月の定例相談

市役所１階
14会議室

★21日
10：00～14：30

市役所１階
12会議室

㈪ ★14日
10：00～15：00

市役所１階
14会議室

㈬ ★９日
９：00～16：00

市役所１階
大会議室A

市役所１階
14会議室

☎46-4848
高齢障害課
☎85-7130

（専用ダイヤル）

☎0948-29-0277

電話受付可
悩みごと110番スマイルプラザ

田川

中央☎44-8181、弓削田☎
44-3318、上伊田☎44-3410

月～金（祝日を除く）
10：00～15：00

月～金（祝日を除く）
９：00～16：00

隣　保　館　の
人権・生活相談

ふ　れ　あ　い
福祉総合相談

福岡県
嘉穂・鞍手
保健福祉
環境事務所

女性の健康相談
不 妊 相 談

補 聴 器 相 談

面接相談（予約制）
２日㈬13：30～16：30
電話相談（祝日を除く）
月～金９：00～17：00

７日㈪
13：00～14：00

23日㈬
13：00～16：00

法テラス福岡
☎050-3383-5502

８日㈫
９：30～10：00

☎85-7145
前日までの予約制

☎85-7134
前日までの予約制

※都合により相談日は変更されることがあります。★印の相談の問い合わせは市民課（☎85-7135）

田
川
地
区
消
防
署

出
か
け
る
前
に
も
う
一
度

総
務
省
統
計
局・福
岡
県

労
働
力
調
査
に
ご
理
解
と
ご
協
力
を

中
止
の
お
知
ら
せ

県
海
外
戦
没
者
慰
霊
巡
拝
事
業
お
よ
び

沖
縄
地
域
戦
没
者
追
悼
事
業

　
12
月
に
入
り
、
空
気
が
乾
燥
し
、
寒

い
日
が
多
く
な
り
ま
し
た
。
み
な
さ
ん

も
、
暖
房
機
器
を
使
う
機
会
が
増
え
る

と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
年
末
年
始
は
慌

た
だ
し
く
、
火
事
が
発
生
し
や
す
い
時

期
で
す
。
出
か
け
る
前
や
就
寝
前
に
は
、

も
う
一
度
、
火
の
元
の
点
検
を
行
い
ま

し
ょ
う
。

暖
房
機
器
か
ら
の
火
事
を
防
ぐ
ポ
イ
ン
ト

〇
暖
房
機
器
の
近
く
に

燃
え
や
す
い
も
の
を

置
か
な
い

〇
近
く
を
離
れ
る
時
や

寝
る
時
に
は
、
必
ず
暖
房
機
器
を
消

す
。

〇
給
油
す
る
時
は
必
ず
火
を
消
す
。

〇
ス
プ
レ
ー
缶
や
カ
セ
ッ
ト
ボ
ン
ベ
を

　
総
務
省
統
計
局
と
福
岡
県
で
は
、
毎

月
労
働
力
調
査
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

暖
房
機
器
の
近
く
で
使
わ
な
い
・
置

か
な
い
。

〇
火
が
つ
い
た
ま
ま
移
動
さ
せ
な
い
。

〇
決
め
ら
れ
た
燃
料
以
外
は
使
わ
な
い
。

 

こ
た
つ
か
ら
の
火
事
に
注
意

〇
こ
た
つ
の
下
に
座
椅
子
や
掛
布
団
な

ど
を
押
し
込
ま
な
い
。

〇
こ
た
つ
の
中
で
衣
類
を
乾
燥
さ
せ
な

い
。

〇
過
熱
し
な
い
よ
う
に
注
意
す
る
。

 

も
し
も
の
時
に
備
え
て

〇
消
火
器
な
ど
の
消
火
用
器
具
を
準
備

す
る
。

〇
住
宅
用
火
災
警
報
器
を
設
置
す
る
。

〇
自
分
で
対
処
で
き
な
い
と
き
は
、
す

ぐ
に
避
難
し
、
火
災
を
周
囲
に
知
ら

せ
、
消
防
署
に
通
報
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
　
田
川
地
区
消
防
署
特

別
救
助
小
隊
（
☎
44
・
０
６
５
０
）

　
こ
の
調
査
は
、
失
業
率
や
雇
用
の
実

態
を
明
ら
か
に
す
る
、
と
て
も
重
要
な

統
計
調
査
で
す
。
調
査
員
が
訪
問
し
た

と
き
に
は
、
調
査
へ
の
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

※
個
人
情
報
は
保
護
さ
れ
ま
す
。

※
「
か
た
り
調
査
」
に
注
意
し
て
く
だ

さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
　
福
岡
県
調
査
統
計
課

（
☎
０
９
２
・
６
４
３
・
３
１
８
６
）

　
令
和
２
年
度
福
岡
県
海
外
戦
没
者
慰

霊
巡
拝
事
業（
フ
ィ
リ
ピ
ン
北
部
地
域
）

お
よ
び
福
岡
県
沖
縄
地
域
戦
没
者
追
悼

事
業（
県
沖
縄
地
域
戦
没
者
慰
霊
巡
拝
）

は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

影
響
に
よ
り
中
止
と
な
り
ま
し
た
。

▼
問
い
合
わ
せ　
（
一
財
）
福
岡
県
遺

族
連
合
会
（
☎
０
９
２
・
７
６
１
・

０
０
１
２
）
ま
た
は
最
寄
り
の
各
郡

市
区
遺
族
会

広報たがわ
R2. 12. 1号
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